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(以下は、オートプシー・イメージング学会の第 81

いように一部を改変したものである。)

★イギリスの死後画像診断の現状

筑波メディカルセンター放射線科 塩谷清司

同   放射線技術科 ノ
1ヽ林智哉

回 1000字提言を転載し、読みやす

死後画像診断を積極的に施行している外国と言えば、スイス(ベルン大学)、 スウェ

ーデン(リ ンシャピン大学)、 オーストラリア(ビクトリア州法医学研究所)、 アメリカ(米

軍病理学研究所)と いつた名前が最初に思い浮かぶ。イギリス(ロ ンドン大学)は前記

のような派手さはないものの、名前を挙げなければならない国の一つである。

2010年 7月 30日 、われわれは、イギリスのサディンロタイール (Sし dhin tthay"|)医

師から論文(1)の別届」を PDFファイルで送つてくれないかというメールを受け取った。

彼は、イギリス政府が後押ししている死後 MRIに関する先駆的研究の責任者であり、

ランセットにその成果を発表している(2)。 ホームページに掲載されている研究内容

(3)を抄訳して紹介する。

一死後 MRI一

【研究概要】(期間:2007年 3月 ～2010年 12月 )

MaRIAS(Magneuc Resonance lmajng Autopsy Study)は 前向き研究で、死後 MRI

とC丁 を使った非侵襲的な解剖と、通常の侵襲的な解剖の正診率を比較する。計 600

人の胎児、新生児、手L幼児といつた小児に対し、二つの方法を二重盲検法で評価す

る。画像誘導下の経皮生検や内視鏡による組織診断も併せて施行する。本研究はロ

ンドン大学病院とGreat Ormond Street病 院で施行する。

【背景】

臓器スキャンダル (4、 5)以降、公衆は侵襲的な解剖を避けたいと考えるようになり、

解剖率低下が顕著となった。一方、ロンドン大学病院はt死後 MRIがノ]ヽ児の解剖の

代替になりうる可能性を以前に発表した(6)。

2005年、イギリス保健省医務局長は、死後 MRIが本当に通常の解剖の代替となり

うるのかどうかを、もっと系統的に、より厳密に評価すべきだと勧告した。この要請に

応えるために、イギリス保健省はこの共同研究に基金を拠出した。

小児の死後 MRIの報告は、ほとんどがイギリス発である。イギリスで小児の死後

MRIが積極的に施行されてきた理由は、以下の三つと考えている。①ただでさえ低い



小児の解剖率が、臓器スキヤンダル以降、さらに低下した ②小児は小さいので解剖

しにくいが搬送はじやすく、その撮影に一般臨床機が利用しやすい ③小児の死因に

は奇形が関与していることが多く、それを評価するためには、CTより軟部組織コント

ラストに優れているMRIを施行する必要がある

実は、イギリスで死後 MRIが施行されているのは小児だけではない(7)。 その最近

の流れの一例を2009年 4月 21日付 BBCニュース (8)を 以下に抄訳するが、地元紙

は 1年先行して報道していた(9、 10)。

【検死官は全身 MRIという選択肢を手に入れた】

遺族は伝統的な解剖を宗教やその他の理由でいやがるが、解剖の代わりに全身

MRIを選択することができるようにイギリス政府が計画している。

ある人々(イスラム教、ユダヤ教信者を含む)は、侵襲的な解剖をいやがっている

ので、グレニターマンチエスター行政区では検死官が解剖の代わりにMRI装置を利用

することを試みている。司法省発表では、この制度をイギリス全土に2010年中に拡大

する予定だが、新しい検死法案がイギリス議会を通過することが前提である。新しい

制度下では、検死官は遺族の信frpゃ心情に配慮して、解剖と全身 MRIのどちらを施

行するかを決めることができる。検死官は症例ごとに、全身 MRIが死因を決定するの

に適切な方法かどうか、その適応を決定する。

ブリジットロプレンティス司法長官は以下のように言及した。「愛する人を失うことは、

どの遺族にも非常に耐え難いことである。故人に解剖の侵襲が加わることは、悲しみ

と苦悩を増悪させるが、特にそれが遺族の信仰、信条に反する場合にはなおさらであ

る。われわれは遺族の意見を聴取し、新しい制度を提案することができて嬉しい。検

死官は家族の希望とその信条を考慮することが許され、侵襲的な解剖の代わりに全

身MRIを施行することができるようになる。新しい制度では、解剖自体もより迅速に実

施され、宗教的な要請に応えて、土葬や火葬が早くできるようになる。」プレンティス

長官は、計画の変更点を宗教指導者達と話し合うために、MRI装置が設置してある口

ッカデール病院 (グレーターマンチェスター行政区)を訪間予定である。

司法省報道官は以下のように述べている。「犯罪の有無の判断とそのための死因

究明が優先するが、非犯罪例では新しい制度は柔軟性を発揮する。制度の変更は、

すべての遺族に適応され、その恩恵を受けることができる。」

こういつた試みは既にジェニファーロレーミング検死官がサルフォード市とボルトン市

で始めているが、同地区にはユダヤ教とイスラム教信者が多い(11)。 検死官は死因を

究明する義務があり、解剖が必要と決定した場合、現状では遺族はそれを拒否でき

ない。



参考文献

(1)Kobayashi 丁, et al Characte面stic signal intensity changes on postmortem

magnetic resOnance imaging of the brain.」 pn J Radiol.2010;28:8-14.

(2)丁 hayyil S,et al Post― mortem examinatiOn of human fetuses:a cё 品pattsOn of

whole―lody highttfleld MRI at 9.4T with conventional A/1RI and invasive autopsy.Lancet

2009;374:467-75

(3)ロンドン大学エリザベスロギャッレトロアンダーソン hsJtute for Women's Heaに h

ホームペニジ ー死後 MRI一

http://www.instituteforwomensh6alth.ucl_ac.uk/academic_research/neonatology/pm―

mri

(4)BBC news(」 anuary 29,2001):Organ scandal background

http://news bbc co uk/2/hi/1136723 stm

(5)井上悠輔 :「展示 口陳列される人体」の返還をめぐる議論の意味するもの 一 人

体組織の管理に関するイギリスでの議論から一 」.医療 口生命と倫理・社会 (オンライ

ン版 )3、 2004.

http://i′ .library_osaka一 u.acjp/metadb/up/LIBMETHK01/3205inoue.pdf

(6)Brookes 」AS, et al: Non―invasive perinatal necropsy by magnetic resOnance

irnaging.Lancet 1996:348:1139-41.

(7)Bisset RAL,et al POstmortem examinations using magnetic resonance imagingi

four year review of a working service.BM」 2002;324:1423.

(8)BBC News(Ap′|121,2009)i CorOners get MRI body scan option

http://news.bbc.co.uk/2/hi/してnews/politics/8009767.stm

(9)Manchester evening news(May 29,2008):Body scan option for religious groups

http://menmedia.co uk/asiannews/news/s/1051700_body_scan_option_for religious_gr

oups

(10)SalfOrd advertiser(」 une 05,2008)i Scan alternative to a post mortem

http://menmedia.co uk/salfordadvertiser/news/s/1052708´ scan_alternative_to_a_pOs

t mortem

(11)BCOM(Botton Council of Mosques)に よる死 後 MRI案内パ ンフレット

http://www thebcom org/images/documents/2008/MRLMailer.pdf           、



一一一一一一一一一一

匡通塾ヽ
___

ざ4‐

竜
_

の一ＯＧのＯΣさコ一〇２⊃００ヱ０』Ｏｍ

一■
．≫０一ゆ曲

・．　一．・　　一　一　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〇〇．Ю∞∞“ヤ〓．テ＾、テ一ピ警ど

．　・　一
．

一一　　　．一．．　　　　　　一　

．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

一　一一　一　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　
．
　　一一　　　　一

一一　一ｔ瑯「■ｉ幕Ｉ一一慧■

，
■亭■■圧■一洒垣ご″゛こ予コＶ害

ギ一・一̈やデ一一琴■ギザ一一・ザ塵「干一Ｆン憾”エギ一デギ″一車可¨ず鷲一匡憂ハデぎτ〆書ぽ丁澤扇づ

・●　．　　　　一壷■■ごごず｝†■正Σ警轟｝〕轟「写習吾絆塵ＩＦ嘔こリ

■警鷲義一一一一伸叫一三ば４一一静十一夏鮮爵塵が響椰墓要¨ 一
一・・
・

一

一・・・・・一・一一
・一．・

．
．一
一一
一一・

一
一一

・・・一一
・一・・・一

．
．
一

一一
・

・一一一一・・・．一．一一一一一一

・一・

・一一一一一一一

・・一
・
一一

・
一一一一・・

・・
●一・

・・
一

一一・一一・・
一

一　一
一一一一一　一一一

・一・一　一

一ヽ「一一一一二やヽ一一一一一０一一一０「

一■一一一．■一ち■■Ｆ■■書ヽ可４・一・彗．

一
，

■■一瑶一■一一一■．笥―

ぶ一弯ｔ・一Ｉ警≡だ罐

ス■ム一二一■「ムＦ司４■■ｊ喘■■ゴ■８吟∞器一のＯＯ

一零嚢・群減羮響「婁一甦野３「毛子

．．　　一●・　一・　　

．　一●一　　　　　　　　　　　　〇〇．Ю∞∞∝」Ｆ
，

ば
，

卜

，
日亜ＦＦ『

一Ｆ々庁¨一ＬぼＬＬ■肛諄″

し自Ｆ巨卜ＥレＦ
，

ＦＥ二Ｆ“Ｆ■〓ント絲Ч一事一●い一面一”■■ｒｒ．炉魔肝ＲＦレ辞レ肝ヒ壼ぼＬＰ

一一“一一一一一
一一一一一一一

‐．
一」一一一

．
一

．
一・↓一一一

・ヽ
一二一∵

，
一下〓

，
■〓ｒ一年■´Ｔ一一∵一■一一‘丁

，
　７一〓一年

，
，｝・・ 〓　４〓ｊ・「一下一一可

一一・　　　　　　　　　　　　　　　Ｆ■■ドＬドに、計蟄Ｆ隆■じ卜Ｅ”け「Ｖルド限ト

一一一一一一一一一一一■鷲・一Ｆｔｉ一一一一一一青与一、・・一「一一「́一．一〓
．
バヽマ・い・岸ｒ“

，
″けｒ一●Ｆ一１■■千一冨」アザ玉てＬ事了

・一　一■■■一・一■■晰ＬＬ■Ч■指喜卜Ｌド一瀑ぼ¶Ｆ´ｉ√，中丁ＰＦＰ■ЪＦ」悟

一■卜一一ｒ鷲繊曽黒



I"|1撃0119中 ICIⅢⅢⅢ‐il●I VOSqu9警 〔甲99y)ⅢⅢO,911eague,froⅢ

|‐ ||||||‐ |||■
‐
■|‐ |‐ ‐ ‐ |||||||||||‐ |||‐ ■|

|■ |||11■ |||||||■ ■ |■ ■ ■ ■ ■ | 
‐

  ‐

脚灘鸞鱗鷺瀾l鸞灘驀事‖:

尚
|"■ |||■■11

Lodestone Patient Care carry out ihe MHI $can and currently charge t885.00 for this
service, which includes upto 2 scans. lf additional scans are required, the cost will
increase, clepending on the number of scans required. However you will be advised of
the total cost before agreeing to choose to use the MRI oplion.

There is also a cost for the transportation to the MRI unit This will depend on the distance
and the undertaker used.

The lamily of lhe deceased will be responsible for all cosls of the MRI process and transpor-
tation, which is payable to Lodestones Patient Care and the undertakers. BCoM, on behalf
of the tamily, will administer the payment proce$s and forward a receipt to lhe family.

↓ 鯰 軋扮 黎 勒雉陪 趙鰊鵞鼈 判 |1冬鑽鸞 魃 祠

takm pgffi#e?
l-he MRI Scan will usuaily be carried out either before Bam or after 6pm and will be carried
out either al Rochdale lnfirmary or North Manchester General Hospital, Once the MRI is
completed and tlre cause o{ death is determined, the Coroner will release the body which
will be returned to the agreed place of rest by BCOM representative$ or the authorised
undertakers.

鰤 鯰 鶉聰 鯰 鰈 蝠 漑枷鰺 鵞徊鼈 絋簿 彰爾ρ聰輻 鸞鼈量は

儘『 亀儡瘍餞鑽楊
The BCOM represcntative$ or your local community contact will be responsible for
making all the arrangements on your behalf" All communication$ will be conducted
between the respective Coroner's offices, BCOM's representative or local community
contact and the family's representative, We will keep the {amily informed at all times"

Oniy accredited and trained representatives will be responsible for handling, transportirtion
and contact with the deceased, Strictlv na familv members will bre allowed to be invoived
irt the process.

Contact vour local bLrrial committee, Mosque or BCOlvl for more information^
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3olton

SalfOrd

VVigan

Tameslde

Stockport

Trafford

Colonett Offlce

01204338799
01204338799
01204338799

0161 4760971

0161 4760971
0161 4760971
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01204331 189

01619096501
01942705000

01613445567
08456444311
01619123026

|199i C。攣甲unⅢy

Contacts l‐ |   |

B00M 01204363680

B00M 07312337708

800M 07867621021

Mohammed Sad q

Bじ OM D7676 210211

Mr AbubaKr Chunara o161 227 8687

A/anchester   0161 830 4222

01dham      01706 924815

01m2345555 罐識朧出‖:i鳥 1鴇:‰l,1:

01616780167 3諸踊:瑞11席」‖も器認翻
240733

01706 924784   TumsⅢ 3 Akhtat 07960 999662 10「 a「 Khao 07779 426946

0161 253 6026   LiaqttA107377196526Yl15uiFeno07967665076

Rochdale

Bury
01706924815
01706924815
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(以下は、南アラバマ大学付属医療センター放射線科名誉教授B.G.Brogdon先生 (注

1)からの 2010年 10月 13日 付電子メールを、ご本人の承諾のもとに転載し、日本語

要約したものである。)

Dear Dr. Shiotani,

I am scheduled to give a one hour talk at a combined session of the

American Society of Radiological Technologists and the Radiological

Society of North America at the latter's annual meeting at the end of
November. The topic is "Forensic Radiology and Radiography: Historical
Perspective, Current Status, and Future Challenges". Consequently I
need to update my information on the current status of Forensic Imaging
around the world and, specificaliy in your country since we last

corresponded.

I am particularly interested in the volume of such work you are doing

and, if possible, your estimate of the experience of your colleagues

elsewhere in your country.

I recall that there was a government initiative to require PMCT

investigation of death in all Prefectures. Has that been accomplished?

How is this funded? Are the examinations performed by trained and

certified radiological technologists (radiographers) ! Are there still
only 5 areas in Japan write classical Medical Examiners organizations?

Any additional information of your experience in this field or that of
your colleagues elsewhere in Japan will be most welcome.

I will appreciate your help and apologize in advance for the bother

With best regards,

GiI Brogdon

B.GI BrOgdon,M.D.

University Distinguished Professor Emeritus

Dept.of Radio10gy

University of South Alabama NIedical Centё r

2451 Filling■In St

hlobile,AL 36617 U.S.A.    .



私は 11月 末に北米放射線学会(注 2)の放射線技師、医師の合同セッションで1時

間の講演をします。その題名は「法医放射線診断と撮影技術 一過去、現在、未来

―」です。このようなわけで、私は自分の持つている情報を最新のものに改訂すべく、

現在どのような形で死後画像診断が世界各地で施行されているか、特に前回メール

でやりとり(注 3)した後の日本の情報が必要です。

私が特に興味を持ちているのは、日本ではどのくらいの死後画像が撮影され、診断

されているかということです。できれば、日本の放射線科医が死後画像診断にどの程

度関わつているのかがわかると良いですが

死後 CTによる死因究明を日本全国で展開するという話がありましたが、そのよう
になりましたか? 費用はどのように拠出されていますか? 死後画像は、それに慣

れた認定技師が撮影していますか? まだ 5都市にしか監察医制度はありません

か? 更なる情報をお待ちしています。

注 1:彼は、1998年 に法医放射線学の教科書を出版した。それまでは法医放射線学
の教科書はなかつた。

注 2:放射線科領域で最大の学会。世界最大の学会でもある。

注3:2007年 10月 10日 付電子メニルにて、「デンマーク法医学会で法医放射線学の

歴史を講演するから日本の状況を教えてほしい。」という要請を受けて、それに応え

たもの。
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